
京 都 大 学 安 全 衛 生 管 理 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（部局の安全衛生管理） （部局の安全衛生管理）

第７条 部局の長 本部の事務組織にあっては 第７条 （同 左）（ 、
総務担当の理事。以下同じ ）は、当該部局。
における安全衛生管理に関し、総括する。
（部局安全衛生推進者） （部局安全衛生管理担当者）

第８条 部局に、当該部局における安全衛生管 第８条 部局に、当該部局における安全衛生管
理に関し部局の長の職務を補佐させるため、 理に関し部局の長の職務を補佐させるため、
安全衛生推進者を置く。 安全衛生管理担当者を置くことができる。

２ 安全衛生推進者は、当該部局の教職員のう ２ 安全衛生管理担当者は、当該部局の教職員
ちから当該部局の長が指名する。 のうちから当該部局の長が指名する。
（中 略）
（事業場衛生委員会） （事業場衛生委員会）

第２０条 本学に、事業場における次の各号に 第２０条
掲げる事項を調査審議し、総長に意見を具申
するため、安衛法第１８条に定めるところに
より、事業場ごとに衛生委員会（以下「事業
場委員会」という ）を置く。。
( ) 教職員の危険及び健康障害を防止するた ( )1 1
めの基本となるべき対策に関すること。 （同 左）
( ) 労働災害の原因及び再発防止対策に関す ( )2 2
ること。
( ) 教職員の健康の保持増進を図るための基 ( )3 3
本となるべき対策に関すること。
( ) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健 ( )4 4
康障害の防止及び健康の保持増進に関する
重要事項

（事業場委員会の構成） （事業場委員会の構成）
第２１条 事業場委員会は、当該事業場に所属 第２１条
する次の各号に掲げる委員で組織する。
( ) 総括安全衛生管理者 ( ) （同 左）1 1
( ) 衛生管理者等 若干名 ( )2 2
( ) 産業医 若干名 ( )3 3
( ) 部局の安全衛生推進者 若干名 ( ) 部局の安全衛生管理担当者 若干名4 4
( ) 安全衛生に関し知識及び経験を有する者 ( )5 5
のうちから総長が指名した者 若干名

２ 前項第２号から第５号までの委員の数は、 ２
各事業場において定める。

３ 第１項第２号から第５号までの委員は、総 ３
長が委嘱する。ただし、その半数は、当該事 （同 左）
業場の過半数代表者の推薦を得た者でなけれ
ばならない。

４ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨 ４
げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任
者の残任期間とする。
（中 略）
（健康診断の種類） （健康診断の種類）

第３２条 本学は、教職員等の健康を管理する 第３２条 （同 左）
ため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
( ) 採用時健康診断 ( ) 雇入時健康診断1 1

（同 左）
( ) 一般定期健康診断 ( )2 2
( ) 特定業務従事者の健康診断 ( )3 3



改 正 前 改 正 後
( ) 海外派遣教職員の健康診断 ( )4 4
( ) 学生の健康診断 ( )5 5

２ 前項第１号の健康診断は、教職員（１週間 ２
の勤務時間が３０時間未満の時間雇用教職員
及び雇用予定期間が１年未満の者（保健管理
センター所長が別に定める者を除く ）を除。
く。以下次項において同じ ）として採用さ。
れたときに行うものとする。

３ 第１項第２号の健康診断は、１年以内ごと ３
に１回、教職員に対して定期的に行うものと

（同 左）
する。

４ 第１項第３号の健康診断は、教職員が衛生 ４
。上有害な業務に従事するとき行うものとする

５ 第１項第４号の健康診断は、教職員が海外 ５
派遣研修等で、６月以上の海外生活を予定し
て出張するとき又は６月以上の海外生活を終
了して帰国したときに行うものとする。

６ 第１項第５号の健康診断は、毎学年６月３ ６
０日までに、学生に対して行うものとする。

７ 第１項に掲げるもののほか、必要に応じて ７
教職員等の全部又は一部に対して健康診断を
行う。
（後 略）

附 則
この規程は、平成２１年４月１日から施行す

る。


